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令和５年群馬東部水道企業団議会２月定例会会議録 
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総務課長 奥 川   靖    企画課長 小 杉 浩 子    
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議事日程（第１号） 

                令和５年２月９日 午前１０時４５分開議 
               群馬東部水道企業団議会議長 岩﨑 喜久雄 
 
第 １  会期の決定 

第 ２  会議録署名議員の指名 

第 ３  議案第 １号 令和４年度群馬東部水道企業団水道事業会計補正

予算（第２号）について 

第 ４  議案第 ２号 令和５年度群馬東部水道企業団水道事業会計予算

について 

第 ５  議案第 ３号 群馬県市町村総合事務組合規約の変更に関する協

議について 

     議案第 ４号 群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関

する協議について 

第 ６  議案第 ５号 群馬東部水道企業団議会の個人情報の保護に関す

る条例の制定について 

     議案第 ６号 群馬東部水道企業団個人情報の保護に関する法律

施行条例の制定について 

     議案第 ７号 群馬東部水道企業団情報公開及び個人情報保護審

査会条例の一部改正について 

第 ７  議案第 ８号 群馬東部水道企業団職員の定年等に関する条例の

一部改正について 

     議案第 ９号 公益的法人等への群馬東部水道企業団職員の派遣

等に関する条例の一部改正について 

     議案第１０号 群馬東部水道企業団人事行政の運営等の状況の公

表に関する条例の一部改正について 

     議案第１１号 群馬東部水道企業団職員の降給に関する条例の一

部改正について 
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     議案第１２号 群馬東部水道企業団職員の育児休業等に関する条

例の一部改正について 

     議案第１３号 群馬東部水道企業団職員の給与の種類及び基準に

関する条例の一部改正について 

     議案第１４号 群馬東部水道企業団職員の再任用に関する条例の

廃止について 

第 ８  議案第１５号 群馬東部水道企業団水道事業の設置等に関する条

例の一部改正について 

     議案第１６号 群馬東部水道企業団給水条例の一部改正について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日の会議に付した事件 
 

議事日程に同じ 
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■開  会 
午前１０時４５分開会 

 

議長（岩﨑喜久雄） ただいまから令和５年群馬東部水道企業団議会２月定例

会を開会いたします。 

 

■開  議 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより本日の会議を開きます。 

 

■日  程 

 

議長（岩﨑喜久雄） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布申し上げた

とおりであります。その順序により会議を進めたいと思いますので、ご了承願

います。 

日程に入ります。 

 

■会期の決定 

 

議長（岩﨑喜久雄） 日程第１、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定い

たしました。 

 

■会議録署名議員の指名 

 

議長（岩﨑喜久雄） 次に日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、議長において、４番権田昌弘議員、５番川村幸人議員を

指名いたします。 

 

■議案上程 

 

議長（岩﨑喜久雄） 次に日程第３、議案第１号を議題といたします。 
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■提案理由の説明 

 

議長（岩﨑喜久雄） 朗読を省略し、ただちに執行者から提案理由の説明を求

めます。 

 

（小郷局長挙手） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 小郷局長。 

 

局長（小郷隆士） 議案第１号、令和４年度群馬東部水道企業団水道事業会計補

正予算第２号について、提案理由のご説明を申し上げます。 

議案書の１ページ及び別冊１の令和４年度群馬東部水道企業団水道事業会計

補正予算の１ページをお開きください。本ページにおきましては、補正予算につ

いて定めたものでございます。第２条は業務の予定量を補正するものでござい

ます。第３条の収益的収入及び支出の収入につきましては、消費税再計算などに

より４,８７１万５千円を減額するものでございます。また、支出では包括業務

委託料の見直しや量水器の入札差金などにより、１億４,５０７万６千円を減額

するものでございます。第４条の資本的収入及び支出の収入につきましては、他

事業関連工事の延期などにより工事負担金を８３８万１千円、減額するもので

ございます。また、支出では工事内容の精査などにより、建設改良費を３億３,

８９６万５千円減額するものでございます。予算書の２ページをご覧ください。

第５条では、たな卸資産の購入限度額を６,９９７万４千円とするものでござい

ます。また、３ページ以降には、補正予算に伴う実施計画等を添付しております

ので、後程ご覧いただきますようお願いいたします。 

以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜

りますようお願い申し上げます。 
 

■質  疑 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、ご質

疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切

ります。 
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■討  論 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切り

ます。 

 

■表  決 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより採決いたします。本案を原案のとおり可決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 
■議案上程 

 

議長（岩﨑喜久雄） 次に日程第４、議案第２号を議題といたします。 

 
■提案理由の説明 

 

議長（岩﨑喜久雄） 朗読を省略し、ただちに執行者から提案理由の説明を求

めます。 

 

（小郷局長挙手） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 小郷局長。 

 

局長（小郷隆士） 議案第２号令和５年度群馬東部水道企業団水道事業会計予算

について、提案理由のご説明を申し上げます。  

議案書の２ページ及び別冊２の令和５年度群馬東部水道企業団水道事業会計

予算の１ページをお開き願います。第１条は、総則でございます。第２条は、業

務の予定量を定めるもので、カッコ１では年度末の給水戸数を、カッコ２では年
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間総給水量を、カッコ４では主要な建設改良事業の事業費を定めるものでござ

います。第３条の収益的収入及び支出は、収入では１０８億３,３４１万７千円

を、支出では９６億６,９４２万４千円を計上し、純利益は、税抜きで６億４,４

９６万７千円を見込むものでございます。第４条の資本的収入及び支出は、収入

では４０億２,４６０万２千円を、支出では９９億６,０８６万６千円を計上す

るものでございます。なお、収入から支出を差し引いた不足額５９億３,６２６

万４千円は、第４条に記載のとおり、当年度の消費税資本的収支調整額や損益勘

定留保資金、建設改良積立金処分額で補填するものでございます。 

 次に、２ページをご覧ください。第５条の継続費は太田本所庁舎建設事業につ

いて定めるものでございます。第６条の債務負担行為は、令和５年度から６年度

の次期包括事業方針決定及び発注に係るアドバイザリー業務委託に係る限度額

を３,４４９万円に定めるものでございます。第７条は、企業債の借入限度額を

２２億円と定めるものでございます。第８条は一時借入金の限度額を９億円に、

第９条は支出の流用可能な科目を、第１０条は議会の議決を経なければ流用す

ることのできない経費を、第１１条はたな卸資産購入限度額を、第１２条は重要

な資産の取得を、それぞれ定めるものでございます。 

３ページ以降は予算説明書となりますので、後程ご覧いただきますようお願

いいたします。 

以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜

りますようお願い申し上げます。 
 

■質  疑 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、ご質

疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切

ります。 

 

■討  論 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 
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議長（岩﨑喜久雄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切り

ます。 

 

■表  決 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより採決いたします。本案を原案のとおり可決する

ことに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 
■議案上程 

 

議長（岩﨑喜久雄） 次に日程第５、議案第３号及び議案第４号の２議案を一

括議題といたします。 

 
■提案理由の説明 

 

議長（岩﨑喜久雄） 朗読を省略し、ただちに執行者から提案理由の説明を求

めます。 

 

（小郷局長挙手） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 小郷局長。 

 

局長（小郷隆士） 議案書の３ページをお開き願います。議案第３号、群馬県市

町村総合事務組合規約の変更に関する協議についてでございます。本案は、当企

業団が加入しております群馬県市町村総合事務組合において、令和５年４月１

日から桐生地域医療組合が桐生地域医療企業団へ名称変更するため及び、吾妻

環境施設組合が新たに群馬県市町村総合事務組合の組織団体となり、議会議員

その他非常勤職員の公務災害に対する補償事務の共同処理を行うため、群馬県

市町村総合事務組合規約の変更が必要となりますので、地方自治法第２９０条

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

つづきまして、議案書の５ページをお開き願います。議案第４号群馬県市町村

公平委員会共同設置規約の変更に関する協議についてでございます。本案は、当

企業団が共同設置している群馬県市町村公平委員会について、令和５年４月１
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日から桐生地域医療企業団及び富岡地域医療企業団が加入するため、群馬県市

町村公平委員会共同設置規約を変更することについて協議したいので、地方自

治法第２５２条の７第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜

りますようお願い申し上げます。 
 

■質  疑 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、ご質

疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切

ります。 

 

■討  論 

 

議長（岩﨑喜久雄） 議事の都合により、議案第３号及び議案第４号の２議案

についての討論は一括とし、採決は議案ごとといたします。これより討論に入

ります。討論ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切り

ます。 

 

■表  決 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより採決いたします。最初に議案第３号を採決いた

します。本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第４号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成



10 
 

の方は挙手願います。 
 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 
■議案上程 

 

議長（岩﨑喜久雄） 次に日程第６、議案第５号から議案第７号までの３議案

を一括議題といたします。 

 
■提案理由の説明 

 

議長（岩﨑喜久雄） 朗読を省略し、ただちに執行者から提案理由の説明を求

めます。 

 

（小郷局長挙手） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 小郷局長。 

 

局長（小郷隆士） 議案書の７ページをお開き願います。議案第５号、群馬東部

水道企業団議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、提案理由のご

説明を申し上げます。本案は、個人情報の保護に関する法律の改正を踏まえ、議

会における個人情報の適切な取扱いに関し、必要な事項を定めるとともに、議会

が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかに

することにより、議会事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を

保護する目的で制定するものでございます。附則につきましては、この条例の施

行日を令和５年４月１日と定めるものでございます。 

次に議案書の３８ページをお開き願います。議案第６号、群馬東部水道企業団

個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、提案理由のご説明を申

し上げます。本案は、個人情報の保護に関する法律の改正により、全国的な共通

ルールが定められ、全ての地方公共団体に適用されることから、現行の群馬東部

水道企業団個人情報保護条例を廃止し、改正法の施行に必要な条例を制定する

ものでございます。附則につきましては、この条例の施行日を令和５年４月１日

とし、守秘義務や罰則などに関する経過措置を定めるものでございます。 

次に議案書の４４ページをお開き願います。議案第７号、群馬東部水道企業団

情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部改正について、提案理由のご説明
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を申し上げます。本案は、群馬東部水道企業団個人情報の保護に関する法律施行

条例の制定に伴い、群馬東部水道企業団個人情報保護条例は廃止されますが、本

条例の審査請求等の審議は引き続き行う必要があるため、改正を行うものでご

ざいます。附則につきましては、この条例の施行日を令和５年４月１日とし、審

議会の調査審議の経過措置を定めるものでございます。 

以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜

りますようお願い申し上げます。 

 
■質  疑 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、ご質

疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切

ります。 

 

■討  論 

 

議長（岩﨑喜久雄） 議事の都合により、議案第５号から議案第７号までの３

議案についての討論は一括とし、採決は議案ごとといたします。これより討論

に入ります。討論ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切り

ます。 

 

■表  決 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより採決いたします。最初に、議案第５号を採決い

たします。本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 
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次に議案第６号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成

の方は挙手願います。 
 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第７号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成

の方は挙手願います。 
 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 
■議案上程 

 

議長（岩﨑喜久雄） 次に日程第７、議案第８号から議案第１４号までの７議

案を一括議題といたします。 

 
■提案理由の説明 

 

議長（岩﨑喜久雄） 朗読を省略し、ただちに執行者から提案理由の説明を求

めます。 

 

（小郷局長挙手） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 小郷局長。 

 

局長（小郷隆士） 議案書の４７ページをお開き願います。議案第８号、群馬東

部水道企業団職員の定年等に関する条例の一部改正について、提案理由のご説

明を申し上げます。本案は、国家公務員の定年引上げに伴い、地方公務員の定年

も６０歳から６５歳へ引き上げられることになりましたので、当企業団におい

ても国家公務員同様、令和５年度から２年に１歳ずつ定年年齢を引き上げ、令和

１３年度には定年年齢が６５歳となるよう規定するとともに、管理監督職の上

限年齢や定年前再任用短時間勤務職員などの制度を導入するため、所要の改正

を行うものでございます。附則につきましては、この条例の施行日を令和５年４

月１日とし、附則第２７項の施行日のみ公布の日とするほか、現行の再任用職員

を暫定再任用職員として規定するものでございます。 
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 次に議案書の６０ページをお開き願います。議案第９号、公益的法人等への群

馬東部水道企業団職員の派遣等に関する条例の一部改正について、提案理由の

ご説明を申し上げます。本案は、職員の定年引上げにより、管理監督職の上限年

齢で降任等の特例が適用された職員について、公益的法人等に退職派遣をでき

ない職員とするとともに、現行の再任用制度を廃止し、定年前再任用短時間勤務

職員の制度に改めるため、所要の改正を行うものでございます。附則につきまし

ては、この条例の施行日を令和５年４月１日とし、暫定再任用職員を退職派遣の

対象から除く職員とするものでございます。 

 次に議案書の６２ページをお開き願います。議案第１０号、群馬東部水道企業

団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正について、提案理由

のご説明を申し上げます。本案は、職員の定年引上げに伴い、現行の再任用制度

が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員に改めたことにより、引用条文の改正

を行うものでございます。附則につきましては、この条例の施行日を令和５年４

月１日とするものでございます。 

 次に議案書の６３ページをお開き願います。議案第１１号、群馬東部水道企業

団職員の降給に関する条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げ

ます。本案は、職員の定年引上げにより、６０歳到達後、４月１日までの間に管

理監督職から降任し、下位の給料表に降給するため、所要の改正を行うものでご

ざいます。附則につきましては、この条例の施行日を令和５年４月１日とするも

のでございます。 

 次に議案書の６５ページをお開き願います。議案第１２号、群馬東部水道企業

団職員の育児休業等に関する条例の一部改正について、提案理由のご説明を申

し上げます。本案は、職員の定年引上げに伴い、育児休業を取得できない職員を

追加するとともに、現行の再任用制度が廃止され、定年前再任用短時間勤務職員

に改めたことにより、所要の改正を行うものでございます。附則につきましては、

この条例の施行日を令和５年４月１日とするものでございます。 

次に議案書の６７ページをお開き願います。議案第１３号、群馬東部水道企業

団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、提案理由のご

説明を申し上げます。本案は、職員の定年引上げに伴い、現行の再任用制度が廃

止され、定年前再任用短時間勤務職員に改めたことにより、所要の改正を行うも

のでございます。附則につきましては、この条例の施行日を令和５年４月１日と

し、併せて暫定再任用職員の本条例の一部適用除外について、定めるものでござ

います。 

次に議案書の６９ページをお開き願います。議案第１４号、群馬東部水道企業

団職員の再任用に関する条例の廃止について、提案理由のご説明を申し上げま

す。本案は、職員の定年引上げにより、群馬東部水道企業団職員の定年等に関す

る条例で、再任用について規定するため、本条例を廃止するものでございます。
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附則につきましては、この条例の施行日を令和５年４月１日とするものでござ

います。 

以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同賜

りますようお願い申し上げます。 
 

■質  疑 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、ご質

疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切

ります。 

 

■討  論 

 

議長（岩﨑喜久雄） 議事の都合により、議案第８号から議案第１４号までの

７議案についての討論は一括とし、採決は議案ごとといたします。これより討

論に入ります。討論ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切り

ます。 

 

■表  決 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより採決いたします。最初に、議案第８号を採決い

たします。本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 
次に議案第９号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛成

の方は挙手願います。 
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（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

次に議案第１０号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛

成の方は挙手願います。 
 

（挙手全員） 
 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１１号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛

成の方は挙手願います。 
 

（挙手全員） 
 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１２号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛

成の方は挙手願います。 
 

（挙手全員） 
 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１３号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛

成の方は挙手願います。 
 

（挙手全員） 
 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 
 次に議案第１４号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛

成の方は挙手願います。 
 

（挙手全員） 
 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 
 

■議案上程 

 

議長（岩﨑喜久雄） 次に日程第８、議案第１５号及び議案第１６号までの２
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議案を一括議題といたします。 

 
■提案理由の説明 

 

議長（岩﨑喜久雄） 朗読を省略し、ただちに執行者から提案理由の説明を求

めます。 

 

（小郷局長挙手） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 小郷局長。 

 

局長（小郷隆士） 議案書の７０ページをお開き願います。議案第１５号、群馬

東部水道企業団水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、提案理由

のご説明を申し上げます。本案は、業務状況説明書の作成及び公表方法を整理し、

利用者に明確な説明書類を公表するため、提案するものでございます。附則につ

きましては、この条例の施行日を公布の日と定めるものでございます。 

次に、議案書の７１ページをお開き願います。議案第１６号群馬東部水道企業

団給水条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。本案は、地

方自治法の一部改正により、本条例の条文の整備を行うものでございます。附則

につきましては、この条例の施行日を令和５年４月１日と定めるものでござい

ます。 

以上、２議案について、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審

議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 
 

■質  疑 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより質疑に入ります。ただいまの説明に対し、ご質

疑ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切

ります。 

 

■討  論 

 

議長（岩﨑喜久雄） 議事の都合により、議案第１５号及び議案第１６号まで
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の２議案についての討論は一括とし、採決は議案ごとといたします。これより

討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（「なし」との声あり） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切り

ます。 

 

■表  決 

 

議長（岩﨑喜久雄） これより採決いたします。最初に議案第１５号を採決い

たします。本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 
次に議案第１６号を採決いたします。本案を原案のとおり可決することに賛

成の方は挙手願います。 
 

（挙手全員） 

 

議長（岩﨑喜久雄） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 
■閉  会 

 
議長（岩﨑喜久雄） 以上をもちまして、今定例会の議事全てを終了いたしま

した。 

最後に、清水企業長からご挨拶があります。 

 

企業長（清水聖義） 本日は、来年度当初予算や補正予算などすべて可決いただ

き、ありがとうございました。 

 来年度からの料金統一実施にあたり、経費削減の具体策として、金子町長にも

お願いし、５町にある営業所を館林支所に統合することになりました。今後も身

を引締めて事業に取組んでいきたいと思っています。 

 先日、みどり市において３００ミリの管から漏水がありましたが、大事には至

りませんでした。来年度予算では、管路や施設に７７億円を措置していますので、

補助金を活用して古くなった管路の更新などを進めていきたいと考えています。 
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また、太田本所は建設から５０年が経過していますが、現在の場所での建替え

ではなく新しい場所に移転することとなります。ご理解をいただければと思い

ます。 

 本日は、大変お忙しい中お集まりいただき、ご審議いただきましたことに感

謝申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございま

した。 

 

議長（岩﨑喜久雄） これをもちまして閉会と致します。大変ありがとうござ

いました。 

 

午前１１時１８分閉会 



地方自治法第１２３条第２項及び群馬東部水道企業団議会会議規則第６１条の
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